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B 領主tこ対する反発

渡 边 國 廣

革命前のフランスでは，’士地について所有が発生する状祝の違いにより, 士地を，自主地，分与 

地，世襲地に区別していた。これらの所有者はそれぞれ，土地の所有ということについヤ安全を期 

するため，土地の収益から一部'をさき，彼の直接のふ級者である領主の保護を願う。こうした配慮 

がまた，土地について所有をまっとうしようというための，前提ともなっていた。

近代的進化の方向を欠く時, 誰も化活のため，土地について所有を維持しなけれぱならない。彼 

ほ領主どかかわり合いを持つことで，目的の達成を考えた。事实また彼が，領主に寄せる期待は大 

きかった。勢力者たる領主の保護を受けるという以上，その代償として,何らかの負担に応ずるこ 

とになろう。土地を所有する時，領主の保護に対する犧牲を計算にいれなければならなかった。も 

はや絶対的な意味において所有を論ずることができない◊ 所有を続けるためん誰も'負担のことを考 

えていた。にもかかわら' 土地について所有という状況も持続で‘きた点，フランスの特徴でゥ 

た。領主の規制は，士地所有んら博を躯遂するまで徹底し得なかった。そして 1̂れと関速しては，

* 本稿は，私の当面の仕事， けランス；k地制庇史併究J の第1部 ris世紀プランスと士地所★©譜類型J の第1享の 

前平に相当。後半は，この雑誌の64巻12号に所収のはず。

( 1 ) alleu, flef, h6Htageに対しここではそれぞれ，自主地, 分与■地- 世襲地なる訳語を与えるととにした* ,

—— 53 (067)---

' 工業化と国際関係の変容

れら諸要素が継起的に農牧生産増大出量上昇の主役となった。しかし, 1920年代の工業化開 

始期にはとれら諸要素の投入とをの成果の|]|現との間の time-lagが経済成長を制約し，第 2 次大 

戦後の工業化加速期には投資と技術革新が殆んどtime-lagを伴なうことなく輸入能力上昇の有力 

要因となった。本稿の対象とする時代を適じて交為条件の逆®/は激しいが，輸出の方向並びに構成 

の弾力性トヒ併行しでそれは変化している。かかる輸入能力が，どこi で工業化を推進して輸入代替 

を達成し^ かという点では, 1920年代にはその成果はいまだ極服され，30年代末に漸く代替の実績 

が現われはじめた。そして50年代以降ぱ輸入代替が益^ 広範な部門で進み，また資本•技術構成の 

高度な工業でも着実な成果を収めている。

工業化に必要な追加的労働力の一部は国内から獲得されたが* 1め0年代の工業化開始期には約 

10万人の労働力が農業部門から# 動じ，第 2 次大戦中はさらに大量の移動が進んだ。勿論;労働力 

のより重要な供給源は移民であり，その経済的意義と効果は多面的であるが，ここでは詳述できな 

い。-ただ,既述の如き国際経済的譜条件下の工業化には際収支上のバラシスが重要な要件である 

から，国際収支維持のための竊牲が他に転嫁され, 輪入品への需要を暴カ的にそれへの支ゼ^能カに 

合致させることによりgeneral equilibriumを維持する。その著例が輸出価格暴落，菌朦収支緊迫 

の恐慌期であり，賃金切下げ，大量失業（1893年および1930/31年は、ずれも推定25—30% ) が現象す 

るし工業化開始期の20年代においてすら，21年および26年以降の失業率が高いため, 平均5 % の 

高率である。1930年代前半に移民流入が実事上停止したのも当然であろう。 第 2次大敝後は,年 

間 8 〜10万人水準の純移入民を受入れながら完全雇用政策下の工業化が推進されているが，これが 

大適なく進行しているのは戦後期の交易条件上の優位と， それの1960年代における悪化とほぽ符 

合して始まる地下資源ブームである。なお, 工業化の進展はかって19世紀後半のアメリカでみられ 

る如き移民供給源の地理的移行を伴いっっあることを付言しておく。

最後に, われわれの時期における国際経済への介入度を輸出比率（輸出所得への依存度）セ迪って 

ゆくと，輸出額対®民所得の比率は過去一世紀にわたって周期的にの間で波動し , 1860 

年代，1900年前後, 1950年前後の峰と，1880年代，1920年代末，1960年前後の谷底が認められるが 

力'一プの曲りめは医!民経済の資配分転換期と将合している。以上の検討を通じて結論的に指摘し 

うることは，ニ大戦や大恐慌の外的インバクトはさておき，工業過程に占める政策的選択,'特に保 

護関税体制確立（1920年代〉と輸入割当制獎施（1950年代) の国民経済的意義と効果であるが， それ 

らにっいてはいまや稿を改めて論じられねぱならない。それによってi た，国際経済関係変容の歴. 

史的意義が明らかにされるであろう。 ’

： . (経済学部教授）

注(21》A.C. Kelley, International Migration and Economic Growth J Australia, 1865—1935', Jnl. of Econ. Hist., Sect..

1965. #:びに拙稿，ドオストラリアの:?I:会 41 一貝 : : 'だ#久美子, 「19世紀中ごろから20世紀初照にいたるオ 
トラリアの移1をJ (*■オーストラリア経济の化成過拓y 所}IJOを翁jなされたいd ■

—— ；52 (sm) ~~~

' ' - .
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自 主 地 分 地 世襲地

王の必耍ということが考えられよう。主は土地の所有者を，確資な担税者とみなした。担税者とし 

て彼は, 安定していることが望ましい。しかしまた，士地所有を保証しながら収摩することは能 

率かよかった。領主の勝手，これを封ずる王の財政必耍，そのかかわり合いのなか，士地を所有す 

るという状況が,広くフランスに定着した。

ま分の土地だが，それについて権利をまっとうに主張できない。土地を所有する時,領主と王に 

深いかかわりを持たなけれぱならなかった。しかしまた，領主と王がそれに応じた時，引合うから 

にはかならない。こうした双務関係の諸相を，本稿は，18世紀という時点で，自主地，分与地，世 

襲地について考察する。

n

g主地分与地世襲地

場合すら出たはどであっこL とくに農用地にっいては, 減少度が高い。今や王の意図は成功を収め 

す’ 自主地を本格的な支配のもとに組込むことができれぱ, もはや银刺傾主.ではないレ彼は土地倾 

主に転じた。

王は自主地を，領主の規制のもとに組込み，そのことにより, 自主地の解消を! ^ した;> しかし王
《2) .

のこうした考えは, 自主地を持っ者の間で，胰視されさえしたので、もる。かかる反発のなかセ、，§ 

主地は根深く残# することになった。もはや王の意図が,まりとうな成果を収めチことはいいがたい 

ま主地が解消するため，遠く苹命まで待たなければならながっチこ。まに18他紀の後半という段階で 

も，かなりの数の自主地が検出される地方が多い。事ままた白主地が，全休の5分め1という高い 

率を維持している地方もあった。ま主地を解消しようという王の努力は，禅に部分的fc成功をみ̂ た 

というに過ぎない。こうも根強くき主地が残存したにっいては，自主地の所有者のなかセ，第さ身 

分に属する者が重きをなしていたという事情と深く関係した。自主地を所有する第三身分は，財盧

にかけっくということにっいて，特別の恩典がない状況を誇りに思っていたくらいであった。

)

B 無主地の処置

帰属があいまいで，放置されていた土地こそ，無主地にはかならない。.そこには早くがら資力の 

乏しい者が閣入し，生活の場に組# えるべく，懸命な努カを続 :̂̂ :̂ていた。こうした努カが~^応の成 

果を拳げるまでになった時，領主はか力、る土地をも, 収奪の対象と考えた。もはや彼は土地を，聞 

入者の自主にまかすことができなかった。領主の介入に対し，聞入者は戸惑った。聞入者にしてみ 

れぱ，土地改良に投じた努力を無にしたくない。一体この間を, どう調整したものか。
(4 ) け}

永代所有フランスの南部 , 南東部には，とりわけ空所が多い。いわゆる無主地だが，当然そ 

こには聞入者が殺到した。 .

領主は強者して，かかるま態を放置で、きない。彼は■入者の労苦に報いるベぐ,積極的な姿勢 

を示すことになったレそしてこの際，聞入者のため永代所有を認めることにより，まともには土地 

にありっけない^ も，土地に安住させるという旭方に出た。これにより彼はもちろん,収益のこと 

を考えていた。しかし，それは間接的といわなけれぱならない。しばしば領主は，新村の建設に立 

向かう者に対しても, 永代所有を許す。その際領主は，可能な限り多ぐの者を，土地の所有者に仕 

* てようと，永代所有に振向けるべき土地を，極端に細分化することにした。領主にしてみれぱ，

主 地

A 自主地をめぐる領主と王

所有につ いてま由とい う時，相続に際し規制がまったく及ぱないことねみかならない。かかる状 

況にもる土地を，自主地と呼ぼう。所有について自由を許す地方は多く，こうした地方の全体で， 

フランスのなかぱ以上を占めていた。いわゆる自主地地域であるが，そこは主に,成文法によって 

ぃた。

事実また若干なから，何の規制も受けない場合があった。所有者に対し，彼よりうえに位置する 

いかなる者の権限も及ばないというのである。とはいえ，■̂般的にみすこ時,自主地というにもかか 

わらず，そこには領主と王の権限が及んだ。

自主地と得主自主地は，裁判領主の権限下にあった。またそうした場合, かかる自主地は王 

の载判管轄に厲した。 I I主地に对し裁判権を持つ者が,相続みを欠く自主地にっいて没収辟を行使 

できた。当然のこと，、自主地の賞贷は禁じられていた。 また彼は自主地に対しし狩狐権を持った。 

しかし裁判領主は単にそとにとどまらず，彼の梅限下にある自主地を，自己の本格的な支配下に組 

込み, . 自身, 士地領主への脱皮を考えた。彼は王の支持を得て，これを進めた。

王とき主堆王は自主地が，いささかもフラ•にあってはならないものとみた。とにかく, ,領 

iての支配の及ぱない土地をなくしたい6 そのたあ王は自主地を，栽判領主の本格的な規制のもとに 

祖込むべく，熱心でもった。執糊な努力が, 早くも16世紀に始まりている。そのめざすところは， 

敏主財政の翻化に資そうというととに,をった。王の攻勢をまえに，ま生地という状況を守ることは 

難でもった。もはやま主地の顕著な減少はかくせない。自生地の存立カ诡險に追込まれるといラ

(1〉 これに該当する地方としては' Pfovtmee, Dauphind, Languedoc* Limousin, Auvergne の-*部，Bourgogn6.のはか， 
Lorraineが举げられよう，Guyeimoの部は, 成文汰によるが/ 除く*

—— 54(505) —

'(]、 こう】た状̂5£と関連しては，わず力、に， BdUTRucHE R., Une socî te provinciale en httte contre le regime f&odat. 

Valleu, en Bordelais et en Bazadais dii XI* ait XVIII* slide, 1947, p p .134 et suiv.での指j^。..

(2 ) Boutruche, miv. cU. . . -  , .

( 3 ) かかる評価は，ChÎ .n6n E„ Etucb sur Vhist̂ ire des alleux eh Ffanee avec une carte des pays aliodianx, 1888, p. 226 

に従、 ■

( 4 )  emphyt6a3cを，永代所有とした‘

( 6 ) こうした士地を，Daiiphin6では，alborgement. Provenc©では，acapteと呼ぶ* いずれも；取残されたものという

意， ‘ - ■ '
* *

一一* 5^(669) 一一"

養
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自主地分与地世錫地 

開壁に苦労した者なら誰彼の別なく皆に，所有を認めたかった。

領主と永代所有. 永代所有が認められた時，新来者はその土地について真の所有者であった。 

かくいう時，所有権の移動に際し，何の拘束もない状況にほかならない。土地を処分するについて , 

もはや彼は，維の規制も受けないのであった。

しかし領主は，こうした状況を続けることに叙)得できない。彼は永代所有を認めた土地について , 

それがあくまでも，彼の本格的な支配のもとにあるとみた。そして彼は，他の土地に課したと同じ 

規制を, 永代所有を許した士地についても，持込もうとした。ま実また執物な努力が続く。しかし 

思うようにできなかったというのが, 実情であろう。そしてこれと関連しては，所有の絶体性をい 

うローマ思想が南部において根強かったことを見落せない。 、

• もはや領主規制の後退は明白である。しかしte然として何らかの扼制は及ぶ。第一, 軽少ながら， 

登録税が召上げられた。この揉除に，どれはど皆が腐心したこと力\

自生地分与地 lit襲地

分 与 地

A 分与地と領主規制

周知の如く, .領主には直轄分がネ0 た。しかし彼は早くからその直轄分を，分与しなけれぱなら 

ないという状況に追込まれていた。こうしたなかで，直ぽ分は解体を続けていった。直轄分の大き 

な部分が分与地となり，野心的な者の所有に移った。

分与地という時，もともと領主の財産にほかならない。そうしテこ関係から分与地には，領主の支 

配がいろいろな形で残ることになった。かくしてここに，特別の規制に従う財産が発生した。かつ 

て分与を受けた時‘，彼は軍務か栽判職に參仕する義務をおった。 それがまた彼には, 分与•地につい 

て所有者となったことに対する代償ともなっていた。 しかし軍隊が整備されるにつれ，軍役に出向 

くことの重要性は減退し，また専門の法每i家の出現とどもに，裁判に出f±する義務は廃止さ; 

かくしてここに，分与に対する代償としてかつて領主が求めて来たところにも，変化が起った分 

与地といっても，領主の規制は従前のそれと違う。分与地と対する時, 政治的関心は後退した。領 

主は分与地により，経濟的関心の充足を狙った。キのための方式だが，大別して， 3 つあちう。

不定期の負担による分与直轄分から分与したにもかかわらず, なおそめ土地を，収入源に仕 

立てたいというのである。このため領主は，かかる土地に対し, 狩狐抱を行使したはか， 売，贈 

与を受けた者から，土地取得税を取立てるのであった。こうした制限を付したうえ，直分から分

U ) Provence ではこれを，acapte, Dauphin6 や Lapguedoc では, introge という。

( 2 ) しうした経過レゥいては，例?L は，Autexier M.-L., Les droits fiodaux et les di'oits seigtieiiTiaux en Poitou de 

1659 A 1789, 1947, pp. 20 et su iv .参照，

(3 ) flef de profit i 呼ぱれるの力’、，これ

-- - 56 (J570)---

与するとい〉場合に, もっとも多く出会わす。しかしかかる方式のもと，打算のため分与するとい 

3 目的が達せられたかどうかはまた，別問題であろう。 ■

士地取得税のうち, 移転税と呼ばれろものは, 直轄分から分与された土地を持つ者が，それを売 

却した時, これを購入した者に対し分与地めもともとの所有者である領主により，そめ支払が強 

制された。移転税の額についていえば，通常の場合，取引価格の5分の1 ときめられてl/ゾsJi。しか 

しまた極端な場合，取弓I価格の5分の1の，そのまた5分の1 ということすら^ 2^。移転税の額は, 

場所によって違う。取引伽格の6分の1 , しかしもっと底く抑え，I2分の1を越えないという場备 

も出た。知られる如く，移転税の額は軽少でちった。にもかかわらず,移転税は領主にとり有力な収 

入源たり得た。とすれば，これは,土地移動が頻発したという事情と深く開速したものとみなけれぱ 

なるまい。しかしまた逆に, 移転税が軽少なため，土地をめぐり移動が活発化したともいうぺきか。

士地取得税のうち，相続税はどうか。直系の者が相続する場合，また一般に，贈与，遣贈の場合, 

西部を除き，通例のととろ，相続税を免除, 領主に対し，ただ臣従を誓うのでいい。そのすこめのm 

式も筒素化され，17ilt紀には早くも宣誓書だけですんだ。直系の者というなかに，いとこまで合め 

た場合ももった。相続税が取立てられたのは；; 傍系の者が相続する場合に限られていた。こうした 

事情から，相続税を収入源に仕立てるべく，領主はかなり野心的に振舞い得た。事実また，相続税 

の額の決定にはパ領主の勝手が強く作用し，彼のいいようにできた。そして，分与地の1年分の収 

益をそっくり，相続税として召上げる場合もあった。しかしやがて相続税は, 分与地© 1年分の収 

益から, 定部分を取立てるというふうに変っていった。そして例えば， 3分の1相当の貨幣とい 

うことで，当事者間に協定が成☆した場合が確認される。しかしその限り，相続税は負担に感じら 

れよう。こうしたなかで,‘ 早くから年賦払いが普及していたことはきいわいした。もっといいこと 

に, 当時は貨幣倾値が低下を続けていた。もはやをの限り，相続税を貨幣によっていいとした時，

食担は大幅に軽減されることになろう。土地が，それを相続してもっとも好都合な者に移転すると 

いう状況は，かかることのなかで準備されたのであった。相続ということをめぐり，すでに，傍系 

め者と直系の者との間にあった差は解消していた。

しかし重要な点は，相続税について貨幣支払を認めたという事まのうちにあろう。そしてこれが 

また，かつて現物で要求されていた相続税を，賀幣負担に切替える# 機ともなっていった。現物の 

相続税として，よく手摘や軍馬が強耍されていた。しかし今やそれが，貨條負担に•IS換した。こう 

した際，その額は低く抑えられていた。せいぜい(30スーとし, 分与地の想横に応じ，さらにそれを 

引下げる場合があった。しぱしぱまたこの低い額に対し分割払が認められていた。加えて，分割

( 1 ) 移転税はまた，こうした率を极拠に，q u i n tと別称されたととに注意。

( 2 ) かかる事情を受け，r e q u in tという時，やはり移転税のこと，

( 3 ) 相練税を，，p la e i t im iと公称。もはや银(主の気まま, . p lalsh• が許されたのであ.る，

57 (,571)---
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e生 地 地 世 襲 地

か拍車が求められネとと力:多い。 れらは力、つて, 芬与地で軍事負担に応ずぺく，そ0 規模が不十 

分なもめでゥた時 , ％のかわりに要求されるとレきものであろすと。とうL た扱V、からみても，分 

与地がもともと，軍事的な起源のものであることがわかろ.う。しかしおいおい，鱼担を,現物とす 

ることはすたれていった。：そしてとこセも鱼担は, 定時の貨將ということに転じ:fcのである。

無憤の分与直轄分から分与を受けた時, 傾主に文il•する臣従が要求されるというだけで,前述 

の2つの場合と導い，いっさいの資担がないのである6 これ'"Cば,分与地と呼ぱれる状^̂ に̂反しょう。 

それは, 自主地にまている。しがし自主地の® 各 と と い う こ と に 摩 し て す ら ，まったく義. 

務がないめであぅた。とうした分与地ほいたるところにみられる力';,とくに成文法の地方に▲い，

J B 分与地と領主魏制の後退

统制0 違反に対■し, 領ネこはもともと，強い態度で臨んだ。しかし今や一方で，こうした状況を拒 

否する動きが顕在化して来たのであった。分与地について，. 領主趣制め後退は明白である。そして 

こごに，分与■地を所有する者の立場が前面に打出されるにいたった。か か 上 け め な か で ,没 収  

権と買戾権に起づおを化は注目に値しょう。 リ

没収権の放棄i 差# 権 周 知 の 如 く , 分与地には領主の規制が及ぶ。そして領主は統制の撞反 

に対し, 罰則をもって臨んだ。事!!^まナこ領主の規制を無視する者あ多★出た。はなはだしい時，領 

主に対する負担を，はとんど200年にもわたり，とどこおって平然としていた。もはや領主はない 

というにも等しい。I622年にIS従の最後の宣譬をしただけで，I?78年に更新を求められるという始 

末であるが，それに応じたかどうか疑わしい場合すらあゥ統制違反に対する罰則として，演主 

は分与地を没収するという挙に出た。しかしI8世紀の段階で，領主は没]IX権の行使に際し，後退を 

よぎをくされた。 ' .

規制に違反した場合, 分与地は没収された。 収 権 の 使 {：こ際し, ：領主はもともと,勝手に振舞 

い得た。彼め独自の半fi断を従い, 行動'"eきたわけである。しがし今や,役収権を行使するにあたラ 

て, 領主は王め許可'を求めなければならない。とれにより，分与地を持つ者の☆場が強化きれるこ 

とになぅた。 • ' ： へ'

王が介入して来た時，領主は当惑した。しかし彼は没収権の行使に!つレ’、て，従前の態度を固執し 

ない。それぱかりか，王に対し許可を求めることすら，面倒がった。こうした限り,没収がおこな 

われるということはまれになっでいこう。もはや没収権が; 放棄されたも同然でちさう。事実また 

没収は，成文法の地方においてま0 たくおこなわれ; い。償習による地方でも，没収はかなり眼定
_ . , . •

、1 ) flef d honneur, franc fief とい,う場合，これと閲速し，くわしくは，RicHARupr H., Essai s'ur . l,ei(emption totale .ou 
jxirtielle dis service de fief. Revue historique de droit frangaiso et Stranger, 1949, pp, 229 et suiv..参照,

(2 ) . 例克ぱ，Sadne川の流域，Bourgogneめ衛部，Beaujeu筒边,.Lyon周辺，Forez, Auvergne, Lanおuedoc西部の地中 
海沿岸，Bresse, Dombo, Savoio, Dauphln6 のはか，Provence の一*部》

【3〉 くわしくは，A n d r e w s  R.-H" Les papsam des Manges au XVIII* siSde, 1935, pp. 78 et Sui や.'参照，

— . 6^(573) —

自 主 地 分 世 襲 地

徴収をうたいながら, 初101分だけ取立て, 残余については徴収を放棄するという場合もあク'お。こ

うしたなかで，相続税という重い負担も，まったく苦にならなくなってしまった。しかしまた最初

から，分与地め収益と無関係に, 货幣で取立てる場合もあった。しかもその額は軽少で, 数ス" ,

数デニ一 ル，例外的に数リ一プルであった。今や相続税は，少額の貨附負担ということに統一され

ていった。貨幣価値の低下ということを考える時，相続税は問題にならない。領主に対する単なる

心づけ，ということになってしまった。しかしそうしたなかにも,現物徴収どいう伝統は根強く存

続していた。. かかる場合，前述の手綱や軍馬のはか，例えば, 手袋, 扣車，たか, はやぶさ，ろお
( 2 )

そく学が召上げられた。そしてこれらは，分与地のもともとの起源が軍事的なものであるというこ 

とを想起させるに十分なものであった。 、

土地取得税をめぐってぼ, そこに，土地務動を容易にするという方向を看取しなけれぱならない。 

分与地について，領主の規制は後退を続けるぱかりであった。しかしそれだけにとどまらない。重 

要みことは，分与地を所有する者の都合により，領主を変更できたという点。これには,若干の例 

外が認められよう しかし一般に，もはや誰も領主にすら緊縛されていないのである。領主との間 

で名誉が保持されていたといわなければならない。直轄分から分与した際> 領主はそれを，永久に 

自己の規制のもとに封じ込むことができなかった。こうしたことはまた,士地市場の成熟にさいわ 

ぃもしょぅ。

定時0 負担Iこ よ る 分 分 与 地 に 0 いて，不定期的な収入だけを組った前述の場合と違い.分 

与地から，定期的に負担を召上げようとするのである。負担は，現物か貨幣で取立てられた。こう 

した分与地だが，★晋による地方ではっきりみられた。とくに頭部には目立つ。しかし成文法の地 

方ではあっても，その検出がむずかしい。

負担は, きまった日時に召上げられた。また所定の'ぶ、要に応じ，取立てる。貨幣による時,その 

額は分与地の収入に比例した。一般にはごく軽少で，年間，わずか数スーという。しかも3年おい 

て，引続き3年, また5年おいて, 引続き5年，取i ：てるという方式に従う場食がみられた。

しかしまたしぱしぱ負担は，現物によった。例えば，はやぶさを，領主の館まで届けさせるので 

ある◊.また例えば，領主が近くの館にやって来た時, 貨幣3 スーのほか，羽ぶとんの付いた寝台，

傻所に必要なろおそくの提供が求められた。しかしま,た，下僕に夕食を供する必耍があれぱ，その 

際には, たきぎ9 と並んで，パン3 , ぶどう酒2 , 肉 2を強耍する領主 >̂あゥナ1ごなおはかに,現 

物の負担としては，夫役，からす爱，にわとり等，その組合わせも雑多だが，依然として，手袋と

( 1 ) Db L a  Monnkbayk, Le Rigime fiodttl et les cla$ses rurales dans le Maim, Nouvelle lievue hiatorique do droit 

fran^aise et etranger, 1921, p. 404,'
(2 )  Autexier, o u v . c it .  pp. 43 et suiv.

( 3 ) ブ般に，f ie fと呼ばれる場合が, これ。‘ . '■ 

(.4) SfcB H.E., Les classes rurales en Bntagtie aii XVI* sUck A la R4volution, 1906, p. 60.

( 5 ) とうした辦例のいく'o かについてはレAtJTE力ER, om. dil. pp. 26 et suiv,

—^  58(57^)

ゴ 濃 ^ ぶが- サ敦 か' ' ■ 二* ^ , 肥ル' ^ リパ⑦巧で チ. * 'ぼゆよ■ぶし■ぶび-ね * ^ ぷな̂, * ごぐ-^ ^ ^
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の形態とそ，1帥上紀にもっとも會& したものであった。

⑩別の指定がない限り, 家産税を値生めととろまで届けなけれぱならない。領主の居所が遠けれ 

ば，それはかなりの負担に感じられようづ家産税を支払う土地に力いヤ，その所有者は他への貧貸 

を禁止されていたしかし耕作方法を変吏したり，土地を摸撒えしたり* 未#めまま土地を放置 

したりすることほ達まえなかった6 とうした行為は,家産税の調達に支障が生じない跟り, 黙認さ 

れた6 また家産税によウ土地所有について確認を受けている者は，勝# に嶺主を变吏してよ.く,徒 

ゥて镇主を変更することにより，土地を没収されない。

もともと家産税は軽少な額であった6 このため領主め多くは家廣税め徴収に，'そのはど執着-しを 

かった。 しばしぱ全額を放棄するという楼合も出た。.値 主 は 家 税 0 徵 ilitにづいセ，期日すら指定 

しないというのが遗例であった。 しかしま★こそめ徴収を， 10年 , ほ年, 2 9 ^ ^ ど# ち ,^^し ズ 取 立  

てようとした場合がみられた。 i う: した状況下，土地© 所有について移動が活発化した時，新規に 

所有権を持ぅた者が , . 家産税を支払うべき-領主 .が誰か見当 .'もつがなかったとしても，.やむを#ない  

ところであろう。 しかしI 8世紀末には , 所肴権め確認ということで土地からめ収益を姐うという , 

方式ま体が避けられるにいたゥた。 : 幣伽値の低下のため，家途税を貨幣:によりお立てるととが不 

利になぅたためにはかならない。ま実また家ま税は , プランスの多くの墙ガにおいてま ;P ぬ;く取る 

に足らない額となり， 2スーを越えないという場合すら指摘されている。今や家産斑は単に，所有 

権を確認するといだけのものなった。

こうした享情を反映し，家産税め支払期限におくれた時の罰則も鬚和されるにいたる。もはや罰 

則ほ単に前金と:い 5 ととで， 5 スづ ;せいぜいの場合もあっお。それすらま仏えなかった時,領主 

には土地の差押権が認められた。しかしI8世紀末の段階やは，その行使に際してすら領主の勝羊が 

封じられていた。ま産税を取立てるというごとで、所有を確認した±地について傅主は: 差押権め行 

使に際し王の栽判所まで許可を求めなければならなかっ家産税の支仏について期限がおくれた 

場合，もともと寵則は§  土地の没収ということであゥた点を考えれば, 18世紀にはいり所有権に対. 

する制限は大幅に後退したといわなけれぱならない。しかしこ©糖の後退は,単にそれだけにとど 

まらな力 >った。 ■

家産税を支払うことにより所有を確認されている土地について，そ、のポif有者は剑分権が認められ 

ていた。しかし所有権の売買ic際し，その取得者は，分与地の場合と同じく，移転税を支仏わなけ 

れぱならない。18世紀ともなれば，土地市場も活発化して来ており，移転税の支仏がひどく拘束に

、1 》 M a r i o n  M , ,  E t a t  des c lasses r u r a l e s  a «  X V U P  s iM e  d a n s  l a  gもn 4m U t e  de B o rd e a u x , 1902 . p . 8 2 .

^2) Raveau p ., EsSai sur la situati<m (conomique et I'Stat social en Poitou, au XVP sUdê  1931,p, 70,

( 3 ) と れ と M迪し て は ， D u p a r o ie r  ま‘、 La Pt(yprUt6 et Veonfptfdtathn foncUre A la fin <k VAnbim r6ghm dans U 
OhtinaU 1656. ti. 26̂  め招摘に注意*

( 4 )  Marion, ou,v, c it , p. 57.

(5 )  O liv ier-M artin  & J.M . Franfois. Ilu to ire  de la cou inm  <k la, prhot4 et vicomi4 d i P aris , 2 v .l92^-3(j. p. 409；

6 1 (5 7 5 )— —
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されたものとなった0 分与を受けすこ時，今や彼を，i分与地について所有を安泰化できた。ただ領主

は，違反に対し差押権を行使することで満足しなけれぱならない。もはや所有という状況を，値主

すら切崩せないのである，

買戻権における® 步分与地はもともと，領主の財産にほかすぶらない。それは，領主の士地か

ち分割された一片というに過ぎなかった。領主はまた, こうした分与地に対し,ほとんど無条件的

に, 買戻権を行使できたとみて差支えなかろう。 I

領主が貿炭そうと思えば，土地の購入者が領主にタオし支払うま転税の受領を拒否し,そのかわり

に購入者が土地の獲得のため投じた額を払戾す。いわゆる買戻じはこうした仕方でおVなわれた。

かかる方法により領主は，土地を直接購入するよりも安く獲得することができた。値主を富格とみ

て，高く売りつけられることを避けようという考えであった。事実また，こうした買戻権の行使に

.より, 領主は直轄分の復活のため，有利に振舞い得た。それに成功した時,領主はこうした直轄分
( 1 ) ■

を，貨幣獲得の有力な手段に転化した。 ■

. L かし今や買戻権の行使に際し，王の許可を求めなければならない。こうしたことを樊構に，買 

戾権について領主は後退を続けた。それ以上に，土地移動に対する領主規制を緩和するものはなか 

っすこ。賈裹梅から領主が後退した時，土地の取得をめぐって,燥が対等の立場にはいることになゥ 

たのである0 そしてこれはまた，土地市場の活発化に大きく作用することこもなっていく。

 ̂ . • - '

3. 世 襲 地  

A 世襲地に対する規制 .,

直轄分に属さない士地には，通镇主の規制が及ぶ。これにより，そうした土地は，課役地と

呼ぱれることになゥた。課役地は, 前述した分与地のはか, もともとその所有者に，世襲で属する

土地からなろう。かかる±地こそ，世襲地であった。世襲地と対する領主の.態度は,分与地に対す

るそれと, 違う。世襲地により領主は最初から，経済的必要の宠足を狙った。問題は，そのための

手続にある。大別して， 3つになろう力それらに共通する点は，世襲塊を所有する者の立場が,

おいおい前面に打出されたことにもった。
( 2 )

ま摩税{こよる所有まま税を支仏うことで，士地について世襲の所有が倾主により確認されたの
(3)

である。かかる士地を, 家産税賦課地と呼ぼう。家産税は士地所有.による果実を規準に,貨解をも 

って取立てられた。しかし家産税賦課地に対•しては，領主の狩掀権や激業権が及ぶ。こうした所有

( 1 ) 力、かる経過に関述しては，Meri,b L., La m 4tairie el V holu iion ag ra ire  de la  G&Une jio itiv ine  de la  fin  du Moyen 

Age d la  R ivoh tion , 1958t&5V'W'„

(2) ceiwに，家座税なる訳;捕を•ケえた。■

( 3 〉 eensiveを, かく訳した’

— 60 (5ダ4) ~ -
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感じられるようになっていった。こうした状況のもと，移転税は解消し,ただ例外的にだけ残存す
(1)

るということになった。しかしその場合もごぐ低'額に抑えられていた。せいぜい8パーセント>い
(2) (3)

うところか。しかしまたそれ以下の6パ'^セントという事例も確認されているレに■もかかわらず,

盤反する者が続出した。この時期にはまた，家廣税賦塊について，相繞者に移転するに際しては,

相続税が解消していた。今や±地の移動についで，い0 さいの拘束が破率されたわけである。こう

したなかで, 家産税賦課地について分解が起った。もともとそれは, 分解が禁じられていたが,土

地市場め成熟とともに，かかる原則は後退をよぎな.くされ/;:;のであった。にもかかわらず領主は,家

産税について新規の所有者から分割徴収せず，うち1人を選び, 家産税を一^括して取立てようとした。

しかしまた，買戾権の解消という事態ほど, ' 土地の移動を容易にするため，大きな意味を持つも

のはなかった。とくに先進地帯において, その解消は早く，成文法による地帯では残存した。,しか

しその場合も，領主による買戻権の行使には, 強い制限が付されることにな0 た。;従来まで，土地

の取得者は，移転税の支払を終えながら，なお30年間，いつ領主が買戻しに来るか心配でならなか

った。しかし今や領主は，買戻権を，彼が買戻そうと思う土地の3分の1についてだけ，行使でき
{A)

たというに過ぎない。とにかく，買戾権をめぐって, 領主の後退は顕まであった。その限り，もう 

土地から追放される理由もない。追放の危險はあまりにも大きく，賈房権の解消というなかで，g  

も安心して，士地について所有の状況の実現をめざすことになった。

もはや家産税賦課地を持つ者が，真の所有者とみなされたとしても，不思議ではない。重要な点 

は，彼の所有に対し, その移動にともなう拘束が及ぱないということにあろう。そしてこうした状 

況は，IS世紀における必要とも合政していた。知られる如く，18世紀には,第三身分の士地関心が
(5)

増大する。事実また負担を，家産税だけに限定するという場合も出た„
. ( 6)

現物家産税による所有この適用ほ , 穀物を収獲する場に限られた。土地一•般が対象というも 

のではない。

力、かる際，土地について所有の確認を得るため，所有する土地によって傳たあらゆる種類の穀物 

の一部から, 領主に対し現物で差出すのである。こうした家産税が, 現物家産税。現物家産我は士 

地によって得たもらゆる穀物に及び，このため現物ま産税にはいろいろな種類が生ずることになっ

U ) 最在;から移鲜税を免除するということももる，そのかわりに，彼は栽判所に出仕する義務をおう。力、かることによ！) 

有が確認される状況が，mainfemeで, 地域的には，フランス北部の，Hainaut, Mons. Cambrai, Artoi, Lens, 
Valenciennos にみられる。; ' ' , ,

(2) Marion, mv. cit. pp. 64 et suiv.

(3) Si5e, ouv. cit. pp.112 et suiv.

(4 )  Marion, ouv. cit, p. 68.

( 5 ) こうしたことkテより所右が確認される状況を，b o u rg ageという。都ホに人を誘致するた☆の手段か* ただNormftn- 

d i o の大小諸都市に154る，b o u rg a g eとい5 状況には，自主地と呼ぱれたものから, 餅主の填制を, 家jま税だけに阻定でき 
なかゥたものまで，振幅が大きい‘

(6) champai^tに対し，現物家̂ !̂ 税とぃぅ訳を与‘ぇてみたレ
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た。加えて，現物家産税を示す言葉は，地方によって^ 1う 

現物家産税を召上げ,そのことにより土地について所有を確認するという方式は,家産税によっ 

て所有を確認した場合に比し，一般化せず，若干の地方においてまれにみられるだけであ ぅ し 

かしまナ9 , まクたくない地方ももる。パリ周辺についていゥても， 1ラ世紀を通じ，かかる方式は減 

少しつつもった。しかしこれとは逆に，現物家産税により所有を確認するという方式に冬く依存す 

る地方もみられた。

現物家ま税が取立てられたのは , 10分の1税を引渡したあとであった。このため現物家産税は童 

くついた。現物家途税を取立てるに際し，領主は現地まで出向かなけれぱならないン領主が引取り 

に来るまで, 収獲したものから一部を，その場に残しておくのである。家産税め場合と違い，領主 

のところまで持込むというのではない。そしてこの原則は, 領主が遠く離れている場合すら，貫徹 

されていった。しぱしぱ領主の到參がおくれた。このため，せっかく現物家産税のため残しても 

盗難の恐れ;̂ギしとしない。かかる不安はとくに強く，陳情書のなかにもその点が盛込まれていた。： 

現物家産税の觸は領主との間*D契約により，また慣習により決定をみた。収獲の20分の1 という場 

合ももる。しかしまた5分の1 という地方もり，L ぱしば4分の1 , 3分の1 という場合もあづ 

た。これらはあまり,にも重い鱼担であり,現物家産輯の取立てで生活できないということを訴えた 

ま例か確認されている。加えて, 領主はその徴収に際し, 大きな升を用い，これにより現物家産税 

の負担は，いよいよ重くつくことになゥたのであっ(お。 ‘

現物家産税の額は，収稽時に決定をみた。慣習による地方で，領主はこれを，収獲時から起算し, 

1年の猶予ののち，一括して取立てた。しかし成文法の地方において/領主はその取てに際し， 

分割を許した。29回の分割から，たった5回の分割というのがある。現物家産税により所有を確認 

された土地を購入した者は，領主に対•し移転税を支払わなけれぱならない。しかしこの種の負担は, 

家産税赋課-地の場合よりも軽少であっや:。しかし現物家座科を揮されている土地においては，償例 

の定めた期[111を越え，禾i f のまま放置すれぱ，これにより生じた損書を賠償しなければならないン 

また領主は，こうした怠慢を叱^ する；とができた。家産税を支払う土地にゥいてV その所有者は, 

家産税を支払っていさえすれぱ, 土地に関L 主人であったが，現物家産税の場合, 経営についてい 

かなる変更も許されなカブったのである。若干の地方では，この点をはっきり禁止している。またこ 

の点により寛大な場合もをり，変更について領主に屈けることで，それを許した。しかしかかる場 

合も，-づ6額の賠償金を支私わなけれぱならないのであるレ. いかなる変更も,領主は収入減の原因

(!■/ . 同じ.champart..か Marche では agrier. .Bourbonnais.力はィarpot,'Berry や Montiirgis terrapfe, Provence 
.では tasquG......等々 。

(2) Ŝ E, ouv. citi p. 86,

(3) R a v e a u ,  m v .  cit. p. 99,

( 4 ) とうした不平を- Bissonnade p. Dijtorteimnt de la Ckdrente. Cakiers de doliance de la s6n4chams4e d'AnCoutSm 
が d化 siige de Cogme pmr lea EtaU g n̂4raux de 1 7 8 9 * ' ,1907, p .181にみること力;できる。

(5) droit̂ , de «1ゅureと!^‘ぱれるのが，これ*..'.
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とみ，これを恐れた。 <

利用(&)【こよる所有土地にゥいて所有の確課を得るため, 利用税をま仏うのである。かかる播 

置であるが, 最初めうち分与地をめぐって起り，急速に他にも波及していゥたb 事ままたプランス 

の各地でみられた。利用税を，貨龄か現物により取立てる。その額は,家産税よりも高いぃしかし 

利用税り鱼担という場合, 家産税と，とれに付随する諸-規制は解消した。従って利用税はもろぱら, 

彼の所有する地面だけに課されたものとみていいのであろう。

. '今や地面の処置ということに,'.関心が向っでいった。早く'も土くれだけが問題である。かかる方

向くらい，土地を所有ずる側の立場を織化したものはない。これにより領主がめざしたのは,土地

改良に皆を専念させるということにあった。こうした必要だか, 場所により程度の差があろう。そ

れがまた，利用税負担という状況と対処しなけれぱならな、、領主の態度に, 大きな違、を持込むこ

とになっナこ。いずれにせよ，利用税なるものが登場するなかにあって, 土地所-有に対する揉制を介

し牵人格的な支配を打出そうという> これまでわ領主は後退をよぎなくされなければならなかった。

しかし必要から発したとはいえ，ことはそうすんなりと運ぶというものでもなかった。

利用税を負担するととにより所有が認められた士地に対しても,依然として領主の賈戻権が及ん

f d ,そのことからすれぱ，こうした土地といえど,なお領主の規制下にあったとみなけれぱなるま

い。しかしまた, 利用税の徴収だけにとどまらず，家産税と込みで，領主は負担をS 上げようとし

た場合が多い。利用税と家産税で，何がしかを要求するのであゥた。そうレた場合，50リープ/レと

いうのをよくみかける。もはや利用税を負担させるということおけで，領主は土地について所有を 
( 2》 ’

容認できない。領主の力が後退したとはいえ, なお強かったのであった。

> . • .

. B 領主に対する反発

土地の所有と対する時, 一般に領主は, 世襲を認めていた。かかる限り，土地に対する領虫の規 

制が固定化して来ることは明白であろう。拡張経済へめ盛んな努力が続けられている場合，土地負 

担が固定したまま世襲されるということくらい，領主にとり不利なことはない。

■ ■問題はt -士地の所有に対し仙襲を認めたところに発した。塞当っては, 所有め権利についで，期 

間を設定することになろう。土地所有と対する時，有期に•したいのである。その場合，可能な般り， 

短期に抑えるぐとができれぱいい。領主のとうした意図だ•対し，土地を所有する者もまた，所有の 

持続する期間についてr 領生の了解を取りつける必要を感じたのであ0 た。

永統への期待南部ではよく，士地所有わ確認に際.し，地面だけに限り，規制の対象とした。

こうしたなかで，利用税が取立てられた。そして利用税を負担するというほか, もはや誰も,領主 

の存在を意識する必要がない。加えて, 通例は，利/13税に応ずる限り，土地に'^いズ所有が永続す

( 1 ) renteに対し，ここでは，利用税なる語を与えることにした-

( 2 ) こうした状況を反映し，利税のことを, rente 2)1独では示さず，rentきsdgMUriabということに注意,

•*■一" 64 CBT3) ***-—*■*•

a 主地分与地 : 世襲地 -

るとみたのであった。事実また，利用税の徴収ということだけにとどまり，それ以上のことを強契
(り

するということのない場合が確認されいる。: ’

世襲の確認ドイシと接する地帯やは，利用税を支払う限り* 土地にっいて世襲を認めそ来たb

それだけにまた，利用税の支払をとどこおった際の，規制も大きかったのreを:>も。たった3年とい
( 2 )

うだけで, そめ士地は没収された。従ってもはや，有期の所有というに過ぎない。しかしまた領主

はこの点を，自己に有利なようお利用しようとした，そして最初から，期間を限るという拳に出た。

その場合， 9年までとしだ契約の更新時には，求められれば，利用税にっいて改訂に応じなけれ

ばならない。そうした契約のもとではまた，相続に際し, 領主の同意を必要とする。しかし30年間，

利用税を仏い続けた者に限り, その必要がない。

しかしまた土地の禾11用にっいて世襲を認めるとしながら，値主の都合がもっと強く出ろ場合もち
(4)

った。今や利用税が強要されるというほ力、，同じ領主のもと，利用税により士地の所有が確認され 

ている者すべてに対し，利用税の支払について速帯責任をおわせたのである。これに万全を期そう 

と，領主はまた，禾IJ用税に応ずる者の間の紛争に介入することになった。

m

領主と.王は, 広く皆を土地に定着させたかった。そのため商者が打った措置について，概括して 

みた。

知られる如く, 広く皆を土地に走着させるということで，領主と壬が願ったことは,皆が家産税 

の負担者として土地の所有者になることであった。こうしたなかで，自主地も分与地も，家産税を 

貪担する場に組替えられていった。事実また所有について認を得るため，家税に応じようとい 

う割合がぼ倒的に高かった。しかもこう.した士地について領主と主は，それが間違いなく血縁関係 

にる者に .継まされることを願っていた。これに万全を期すべく，領主と王は血縁のわくを拡大し 

たばかり力V かかるわく内に開する限り，相続税を免除したのであった。とにかく土地が，家産税 

を負担する場として, 血縁者に; 続されるというのが理想である。しかし土地の売買に対する減税 

措置くらい，かかる理想の貫撒にとり障害はなかった。取得税の軽減が: きな誘因となり，士地は 

血縁関係から離れ，部外者の手に落ちた。そしてこれとともに，土地をめぐり新しい状況が発生す 

ることになった。かかる展開.自体，土地を購入して採算が見込める者，土地を手放さざるを得ない 

者の存在を前提としよう。土地所有の解体ヤわるわけだが，この間にあって領主もまた，土地の大

( 1 ) かかるものこもlocatairio porpetuelleと呼ぱれるもの，とりわけ，Languedocや PrOvenc©に多い

( 2 ) これは* Alsaceにみられる* かかる状況が，そこでは，h6r6ditairoと呼ばれるもの-

( 3 ) それは，Alsaeoでみられた，landsledeleiと呼ぱれるの力*、，これ。 ’

( 4 ) '以下が，colonge'という状況，

---65(579) -~
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量集積に成功した。そしてとうした領主のイニシヤチプのもと, 士地と対する，新しいかかわり方 

ともいうべきものが現われることになった。土地が部外者の手に落ち，部外者のなかでも嶺主が大 

きな地位を占めた時，領主も彼が置かれた境遇を存分に利用しようとして当然であろう。これに対 

し王は，領主のそうした行動をチ:!:ックする側にまわっ《I

■ (経済学部助教授）

( 1 ) 棱稿としt , 本誌64卷12号に所載予定の分，r利用と所有J では，この問の斯f を极う*

m(.580)

德 川 後 期 人 ロ 変 動 の 地 域 的 特 性

速 水 融

1‘ 序 tura

德川時代の全国人口趨勢については，前半はかなり急激な増大，後半は停滞というのが今日の通 

説となっている。しかし, これを少しでもき細に眺めようとすると’いくつかの未解決の問題が存 

在していることも明らかでもる。たとえぱ, 単純な事実の認定に関しても，増大から停滞への屈折 

の時点については何ら判明していなレ、。享保期が一応措定されてはいるが，これは経験的資料によ 

て何ら裏付けされていないのであ《1 また，果して後半の人口が.「停滞J でもったか否かにも間 

題が残されている。周知の如く，享保以降幕末に至る幕府り全国人口調査は，身分的にも制度的に 

も，さらにまた技術的にも，調査から除外された人口を数多くまするものでちる。全国人口につい 

て云えぱ，調査の結果は長期的にはr停滞J の名に値いすることは誰にも明らかでり，これに除 

外人ロニー^定という仮定をおいて, 德川後期の全国人口を一定とするのが通説の論拠でも':̂ .た。し 

かし除外人口が一定であった力、杏かにはなお疑問が残る。個別的事例では，特に都市部においては 

人別帳に登録されない無籍者の数が多くなりつつあったことが認められる。幕末期の都市A ロ比率 

は全国人ロのJ5% 以下であったから，そこにおける無愈者の人口が仮に都市人口の1/3を占めたと 

しても全国人口に比較すれぱ5%にすぎないと云えるかもしれない。しかし，たとえそうでもった 

としても, これは除外人口全体の中の一部の要素にすぎない0 他の要素についても同様のことが云 

えよう。一方，農村についてみると，農村部の人口資料では,幕末期巧かなりの不在人口が認めら 

れる。出稼も多いし, 行衛不明，ダ落が自立出稼はともかく  , む衛不明者の多くは都市へ流れ 

込んで細民層を形成したのであろう。行衛不明者自身は，まだM愈地の人別帳‘宗門改帳に記載さ

注（1) 私見としては，前半の人口増大は車-ら小家族制ュ小農経まの"^般化に伴って生じた結婚ギ墙大出,上傘塌大に基因す 
るものでり, 墙大の開始は勿論，継続の期間につ'/、て地城差は当然存在した* この糖の増大は先進地帯ではすでに17 

世紀中f c ,後進地帯では18世紀中頃にピークに達したものとみられる*

( 2 ) すことえぱ信濃国鯽i都め38の村における行衛不i!)jと記され•：CV、る老の全人ロに対する比率は, 1 6? 0平代0‘ 1% , 1マ20 

年代1‘ 8% , m o 年代3 . 6 % , 1860年代1 .1 % となっている. 個々 のオ;)についてみれtも 18世紀の後- から19世紀の前 

半にかけてそれが10% 以与に達する場合ももゥたぃ

—— 6V(5Si) . ~
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